[bookmark: _GoBack]　　　基山町緊急雇用助成金交付要綱

　（趣旨）
第１条　この要綱は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け経営環境が悪化し、事業活動の縮小を余儀なくされる中にあっても、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により仕事に困窮している基山町民を新たに雇用することにより、本町の雇用の活性化に寄与し地域雇用の安定に貢献した町内の事業所等に対して、予算の範囲内において基山町緊急雇用助成金（以下「助成金」という。）を交付するものとし、その助成金の交付については、基山町補助金等交付規則（平成７年規則第４号）及びこの要綱の定めるところによる。
　（定義）
第２条　この要綱において「雇用」とは、次の各号のいずれにも該当するものとする。
　(１)　期間の定めのない契約による雇用であること。
　(２)　雇用保険法（昭和49年法律第116号）第４条第１項に規定する雇用保険の被保険者とする雇用であること（労働時間週20時間以上）。
　（対象者）
第３条　助成金の交付を受けることができる者は、本町に住所を１年以上有する被雇用者を令和２年６月１日以降に基山町無料職業紹介所の紹介により採用し、６月以上継続雇用している事業所等とする。
　（助成金の額）
第４条　助成金の額は、前条に規定する被雇用者一人当たり15万円とする。
　（交付申請）
第５条　助成金の交付を受けようとする者は、基山町緊急雇用助成金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
　(１)　基山町緊急雇用助成金交付対象被雇用者名簿（様式第２号）
　(２)　基山町無料職業紹介所が発行した紹介書の写し
　(３)　労働条件通知書（雇用通知書）の写し（期間の定めのない雇用契約を締結していることが確認できるもの）
　(４)　賃金台帳、給与支払明細書等の写し（雇用日から６月を経過した日までの期間の給与支払状況が確認できるもの）
　(５)　雇用保険被保険者資格取得等確認通知書（事業主通知書）の写し
　(６)　被雇用者の住民票（雇用日から６月を経過した日以降に発行されたもの）
　(７)　事業所等の町税に係る滞納のない証明書
　(８)　その他町長が必要と認める書類
　（交付決定）
第６条　町長は、前条の申請を受けたときは、速やかにその内容を審査し、交付の可否を決定したときは、基山町緊急雇用助成金交付決定通知書（様式第３号）又は基山町緊急雇用助成金不交付決定通知書（様式第４号）により申請者に通知するものとする。
　（支援金の請求及び交付）
第７条　前条の交付決定の通知を受けた者は、基山町緊急雇用助成金交付請求書（様式第５号）により、町長に請求するものとする。
２　町長は、前項の請求に基づき、助成金を交付するものとする。
　（助成金の返還）
第８条　町長は、偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けた者に対しては、助成金の返還を求めるものとする。
　（補則）
第９条　この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

　　　附　則
　（施行期日）
１　この告示は、公布の日から施行する。
　（この告示の失効）
２　この告示は、令和３年３月31日限り、その効力を失う。


